
主眼事項及び着眼点(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業)

自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項主 眼 事 項 着 眼 点

第１ 趣旨及び基本方針 指定特定施設入居者生活介護事業の第１から第４までの規 ○ 指定申請書(控) 法第73条第1項 法：介護保険法

定にかかわらず，外部サービス利用型指定特定施設入居者生 ○ 特定施設サービ 平11厚令37号

活介護（指定特定施設入居者生活介護であって，当該指定特 ス計画 (以下｢基準｣) 基準：指定居宅

定施設の従業者により行われる特定施設サービス計画の作 ○ 提供した個々の 第192条の2 サービス等の事

成，利用者の安否の確認，利用者の生活相談等（以下「基本 外部サービス利 業の人員，設備

サービス」という。）及び当該指定特定施設の事業者が委託 用型指定特定施 及び運営に関す

する指定居宅サービス事業者（以下「受託居宅サービス事業 設入居者生活介 る基準( 11厚平

令第 号)者」という。）により，当該特定施設サービス計画に基づき 護に係る記録等 生省 37

行われる入浴，排せつ，食事等の介護その他の日常生活上の の文書(以下｢実

世話，機能訓練及び療養上の世話（以下「受託居宅サービ 績記録｣）など 解釈：指定居宅

ス」という）をいう。以下同じ。）の事業を行うものの基本 サービス等及び

方針，人員並びに設備及び運営に関する基準については，以 指定介護予防サ

下に定めるところによるものとしているか。 ービス等に関す

（基本方針） る基準について

(1) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業 適 ・ 否 ・ 特定施設サービス計画に位置付けられた目標や 基準 (平11老企第25

は，特定施設サービス計画に基づき，受託居宅サービス事 課題に沿ったサービスとなっているか。 第192条の3第 号)

業者による受託居宅サービスを適切かつ円滑に提供するこ 1項

とにより，利用者が要介護状態になった場合でも，当該指 ・ 利用者又はその家族の希望，利用者について把

定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生 握された解決すべき課題に基づき，サービスの目

活を営むことができるようにするものとなっているか。 標及びその達成時期，サービスの内容並びにサー

ビスを提供する上での留意点等を盛り込んだ特定

(2) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 施設サービス計画の原案を作成し，適切に行って 基準

は，安定的かつ継続的な事業運営に努めているか。 いるか。 第192条の3第

2項

第２ 人員に関する基準

１ 従業者の員数 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が 適 ・ 否 ・ 常 勤 ○ 勤務表 法第74条第1項

指定特定施設ごとに置くべき外部サービス利用型特定施設従 当該事業所において定められている常勤の従 ○ 出勤簿 基準

業者の員数は，次のとおりとなっているか。 業者が１週間に勤務すべき時間数（32時間を下 ○ 資格証 など 第192条の4

回る場合は32時間）に達していることをいう。

ただし，育児休業，介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第１

項に規定する所定労働時間の短縮措置が講じら

れている者については，利用者の処遇に支障が

ない体制が事業所として整っている場合は，例

外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時

間として取り扱うことを可能とする。

(1) 生活相談員 (1) 常勤換算方法で，利用者の数が1 0 0又はその端数を増す 適 ・ 否 ・ 生活相談員は，社会福祉主事又はこれと同等以 基準

ごとに１人以上であるか。 上の能力を有する者であるか。 第192条の4第

・ 同等以上とは，社会福祉士，精神保健福祉士， 1項第一号

(2) 生活相談員のうち１人以上は，専らその職務に従事し， 適 ・ 否 介護福祉士，介護支援専門員のいずれかの資格を 基準

かつ，常勤であるか。 有することが望ましい。 第192条の4第

ただし，利用者の処遇に支障がない場合は，当該特定施 ・ 事業所ごとに利用者の状況等に応じて設定され 5項

設における他の職務に従事することは差し支えない。 た宿直時間帯を含めて，確保されているか。

(2) 介護職員 (1) 常勤換算方法で，利用者の数が10又はその端数を増すご 適 ・ 否 ・ 要介護者等のサービス提供に従事する者と，他 基準

とに１以上であるか。 の従業者と明確に区分するための措置及び趣旨が 第192条の4第

運営規程に明示されているか。 1項第二号

特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型）
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自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項主 眼 事 項 着 眼 点

(3) 計画作成担当者 (1) １以上（利用者の数が1 0 0又はその端数を増すごとに１を 適 ・ 否 ○ 運営規程 基準

標準とする。）となっているか。 ○ 資格証 など 第192条の4第

1項第三号

(2) 計画作成担当者は，専らその職務に従事する介護支援専門 適 ・ 否 ・ 「他の職務」は，外部サービス利用型特定施設 基準

員であって，特定施設サービス計画の作成を担当させるのに 入居者生活介護に係る職務に限るものではなく， 第192条の4第

適当と認められるものとし，そのうち１人以上は，常勤とな 要介護者及び要支援者以外の当該特定施設の入居 6項

っているか。 者に対する生活相談等のサービスの提供を含むも 平11老企25号

ただし，利用者の処遇に支障がない場合は，当該特定施設 のとする。 (以下｢解釈｣)

における他の職務に従事することは差し支えない。 第3の十の2の

1(3)

(4) その他 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は， 適 ・ 否 基準

常に１以上の指定特定施設の従業者を確保しているか。 第192条の4第

ただし，宿直時間帯にあっては，この限りではない。 4項

２ 外部サービス利用 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外 適 ・ 否 基準

型指定介護予防特定 部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者 第192条の4第

施設入居者生活介護 の指定を併せて受け，かつ，外部サービス利用型指定特定施設 2項

事業者の指定を受け 入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定

ている場合の従業者 施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運

の員数 営されている場合にあっては，１の規定にかかわらず，外部サ

ービス利用型特定施設従業者の員数は，それぞれ次のとおりと

なっているか。

(1) 常勤換算方法で，利用者及び介護予防サービスの利用者の 適 ・ 否 ・ 事業所ごとに利用者の状況等に応じて設定され ○ 運営規程 基準

合計数（総利用者数）が1 0 0又はその端数を増すごとに１人 た宿直時間帯を含めて，確保されているか。 第192条の4第

(1) 生活相談員 以上であるか。 ○ 資格証 など 2項第一号

(2) 生活相談員のうち１人以上は，専らその職務に従事し，か 適 ・ 否 ・ 要介護者等のサービス提供に従事する者と，他 基準

つ，常勤であるか。 の従業者と明確に区分するための措置及び趣旨が 第192条の4第

ただし，利用者の処遇に支障がない場合は，当該特定施設 運営規程に明示されているか。 5項

における他の職務に従事することは差し支えない。

(2) 介護職員 (1) 常勤換算方法で，利用者の数が10又はその端数を増すごと 適 ・ 否 ・ 要介護者の利用者の数に，要支援者である利用 基準

に１及び介護予防サービスの利用者の数が30又はその端数を 者１人を要介護者３分の１人と換算して合計した 第192条の4第

増すごとに１以上であるか。 利用者数をもとに，10又はその端数を増すごとに 2項第二号

１以上と算出する。

(3) 計画作成担当者 (1) １以上（総利用者数が1 0 0又はその端数を増すごとに１を 適 ・ 否 基準

標準とする。）となっているか。 第192条の4第

2項第三号

(2) 計画作成担当者は，専らその職務に従事する介護支援専門 適 ・ 否 基準

員であって，特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サ 第192条の4第

ービス計画の作成を担当させるのに適当と認められるものと 6項

し，そのうち１人以上は，常勤となっているか。

ただし，利用者及び介護予防サービスの利用者の処遇に支

障がない場合は，当該特定施設における他の職務に従事する

ことは差し支えない。
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自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項主 眼 事 項 着 眼 点

(4) その他 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は， 適 ・ 否 基準

常に１以上の指定特定施設の従業者を確保しているか。 第192条の4第

ただし，宿直時間帯にあっては，この限りではない。 4項

（経過措置） 第192条の４の規定にかかわらず，療養病床等を有する病院 適 ・ 否 ※ 転換とは，当該病院の療養病床等又は当該診療 附則第15条

又は病床を有する診療所の開設者が，当該病院の療養病床等又 所の病床の病床数を減少させるとともに，当該病

は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換を行っ 院等の施設を介護医療院，軽費老人ホームその他

て外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行 の要介護者，要支援者その他の者を入所又は入居

う医療機関併設型指定特定施設の生活相談員及び計画作成担当 させるための施設の用に供することをいう。

者の員数の基準は，当該医療機関併設型指定特定施設の実情に

応じた適当数する。

３ 利用者の数 利用者の数及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用 適 ・ 否 基準

者数は，前年度の平均値となっているか。 第192条の4第

ただし，新規に指定を受けた場合は，適正な推定数により算 3項

定しているか。

４ 管理者 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は， 適 ・ 否 ・ 他の事業所，施設等の職務に従事するとは，事 ○ 勤務表など 基準

指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置いてい 業の内容は問わないが，例えば併設される訪問系 第192条の5

るか。 サービスの事業所のサービス提供を行う従業者と

ただし，指定特定施設の管理上支障がない場合は，当該指定 兼務の状況 の兼務は，一般的には管理業務に支障があると考

特定施設における他の職務に従事し，又は同一敷地内にある他 有 ・ 無 えられる。

の事業所，施設等の職務に従事することは差し支えない。

第３ 設備に関する基準 法第74条第2項

１ 設 備 (1) 指定特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用しな 適 ・ 否 ○ 平面図(求積図) 基準

い附属の建物を除く。）は，耐火建築物又は準耐火建築物で 第192条の6第

あるか。 1項

(2) ( 1 )の規定にかかわらず，県知事が，火災予防，消火活動 適 ・ 否 ・ 「火災に係る利用者の安全性が確保されてい 基準

等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて，次の各号の る」と認めるときには，以下の点を考慮して判断 第192条の6第

いずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定特定施設の すること。 2項

建物であって，火災に係る利用者の安全性が確保されている 解釈準用

と認めたときは，耐火建築物又は準耐火建築物とすることを ① 主眼事項１の( 2 )の要件のうち，満たしてい (第3の八の2

要しない。 ないものについても，一定の配慮措置が講じら (3))

① スプリンクラー設備の設置，天井等の内装材等への難燃 れていること。

性の材料の使用，調理室等火災が発生するおそれがある箇

所における防火区画の設置等により，初期消火及び延焼の ② 日常における又は火災時の火災に係る安全性

抑制に配慮した構造であること。 の確保が，利用者が身体的，精神的に障害を有

する者であることに鑑みてなされていること。

② 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の

体制が整備されており，円滑な消火活動が可能なものであ

ること。 ③ 管理者及び防火管理者は，事業所の建物の燃

焼性に対する知識を有し，火災の際の危険性を

③ 避難口の増設，搬送を容易に行うために十分な幅員を有 十分認識するとともに，職員等に対して，火気

する避難路の確保等により，円滑な避難が可能な構造であ の取扱いその他火災予防に関する指導監督，防

り，かつ，避難訓練を頻繁に実施すること，配置人員を増 災意識の高揚に努めること。

員すること等により，火災の際の円滑な避難が可能なもの

であること。

－ 3 －



特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型）

特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型）

自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項主 眼 事 項 着 眼 点

(3) 指定特定施設は，居室，浴室，便所及び食堂を有してい 適 ・ 否 ④ 定期的に行うこととされている避難等の訓練 基準

るか。 は，事業所の建物の燃焼性を十分に勘案して行 第192条の6第

ただし，居室の面積が25平方メートル以上である場合に うこと。 3項

は，食堂を設けなくてもよい。

(1) 居 室 居室は，次の基準を満たしているか。

(1) １の居室の定員は，１人となっているか。ただし，利用者 適 ・ 否 基準

の処遇上必要と認められる場合は，２人とすることができ 第192条の6第

る。 4項第一号イ

（経過措置） 経過措置適用

平成18年４月１日において，現に存する養護老人ホームに 有 ・ 無 平18厚令33号

係る特定施設における居室については，個室とする規定を適 附則第5条

用しない。

(2) ブライバシーの保護に配慮し，介護を行える適当な広さ 適 ・ 否

であるか。

(3) 地階に設けていないか。 適 ・ 否

(4) １以上の出入口は，避難上有効な空き地，廊下又は広間 適 ・ 否

に直接面して設けているか。

(5) 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けているか。 適 ・ 否

(2) 浴 室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものか。 適 ・ 否 ・ 浴室や脱衣場の転倒防止の配慮，手すりの設置 基準第192条の

等 6第4項第二号

(3) 便 所 居室のある階ごとに設置し，非常用設備を備えているか。 適 ・ 否

基準第192条の

6第4項第三号

(4) 食 堂 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有しているか。 適 ・ 否

基準第192条の

上記( 1 )，及び( 4 )でいう「適当な広さ」の具体的な広さに 適 ・ 否 6第4項第四号

ついては，利用申込者のサービスの選択に資すると認められる 説明文書及掲 ・ 面積による基準を定めることはせず，利用者の 解釈

重要事項であり，利用申込者に対する文書を交付しての説明及 示 選択に委ねることとする。 第3の十の2の

び掲示がされているか。 有 ・ 無 2(2)

２ 構 造 (1) 指定特定施設は，利用者が車椅子で円滑に移動することが 適 ・ 否 ・ 段差の解消，廊下の幅の確保等の配慮がなされ 基準第192条の

可能な空間と構造を有しているか。 ているか。 6第5項

(2) 指定特定施設は，消火設備その他の非常災害に際して必要 適 ・ 否 基準第192条の

な設備を設けているか。 6第6項

(3) 上記( 1 )及び( 2 )に定めるもののほか，指定特定施設の構 適 ・ 否 基準第192条の

造設備の基準については，建築基準法及び消防法の定めるとこ 6第7項

ろによっているか。
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（経過措置） 平成11年３月31日に現に存する有料老人ホームであって， 経過措置適用 ・ 利用者が当該有料老人ホームに併設する養護老 平11厚令37号

次のいずれにも該当するものとして平成12年厚生省告示第48 有 ・ 無 人ホーム等の浴室及び食堂を利用することができ 附則第13条

号（厚生大臣が定める有料老人ホーム）に該当する場合は， ること等が要件であること。

浴室及び食堂を設けないことができる。

① 養護老人ホーム，特別養護老人ホーム又は軽費老人ホー

ム（老人福祉法第20条の六に規定する軽費老人ホームをい

う。）（以下この号において「養護老人ホーム等」とい

う。）を併設しており，入所者が当該養護老人ホーム等の

浴室及び食堂を利用することができるものであること。

② 入所定員が50人未満であること。

③ 入所者から支払を受ける家賃並びに管理及び運営費の合

計額（家賃等）が比較的低廉であること。

④ 入所者からの利用料，平成11年３月31日厚生省令第37号

の第1 8 2条第３項各号に掲げる費用及び家賃等以外の金品

（一定期間経過後又は退所時に全額返還することを条件と

して入所時に支払を受ける金銭を除く。）の支払を受けな

いこと。

（経過措置） 上記の規定にかかわらず，療養病床等を有する病院又は病床 附則第16条

を有する診療所の開設者が，当該病院の療養病床等又は当該診

療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換を行って指定特

定入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定特定

施設においては，併設される介護老人保健施設，介護医療院又

は病院若しくは診療所の施設を利用することにより，当該医療

機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認

められるときは，当該医療機関併設型指定特定施設に浴室，便

所及び食堂を置かないことができる。

３ 外部サービス利用 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外 適 ・ 否 基準

型指定介護予防特定 部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者 第192条の6第

施設入居者生活介護 の指定を併せて受け，かつ，外部サービス利用型指定特定施設 8項

事業者の指定を受け 入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定

ている場合 施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運

営されている場合にあっては，指定介護予防サービス等基準第

2 5 7条第１項から第７項までに規定する設備に関する基準を満

たすことをもって，前各項に規定する基準を満たしているもの

とみなしているか。
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第４ 運営に関する基準

1 内容及び手続の説 (1) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ・ 重要事項を記した文書を交付して説明を行って ○ 運営規程 法第74条第2項

明及び契約の締結等 は，あらかじめ，入居申込者又はその家族に対し，運営規程 説明書等 いるか。 ○ 利用料金等の説

の概要，従業者の勤務の体制，外部サービス利用型指定特定 有 ・ 無 ・ 重要事項を記した文書に不適切な事項はない 明文書，パンフ 基準

施設入居者生活介護事業者と受託居宅サービス事業者の業務 同意の確認 か。 レットなど 第192条の7第

の分担の内容，受託居宅サービス事業所の名称，受託居宅サ 有 ・ 無 ・ 利用者の同意は，どのように得ているか。 ○ 同意に関する記 1項

ービスの種類，利用料の額及びその改定の方法その他の入居 当該同意については，書面によって確認するこ 録

申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記 とが望ましい。

した文書を交付して説明を行い，入居（養護老人ホームに入 （重要事項の主な項目）

居する場合は除く。）及び外部サービス利用型指定特定施設 ① 運営規程の概要

入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結してい ② 従業者の勤務の体制

るか。 ③ 外部サービス利用型指定特定施設事業者

と受託居宅サービス事業者の業務の分担

(2) 重要事項を記した文書は，わかりやすいものとなっている 適 ・ 否 の内容 解釈

か。また，契約書においては，少なくとも，介護サービスの ④ 受託居宅サービス事業者及び受託居宅サ 第3の十の2の

内容及び利用料その他費用の額，契約解除の条件を記載して ービス事業所の名称 3(1)

いるか。 ⑤ 受託居宅サービスの種類

その他

(3) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ・利用料（その改定の方法を含む。） 基準

は，契約において，入居者の権利を不当に狭めるような契約 ・事故発生時の対応 第192条の7第

解除の条件を定めていないか。 ・苦情処理の体制 など 2項

(4) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 基準

は，より適切な外部サービス利用型指定特定施設入居者生活 説明文書 第192条の7第

介護を提供するため利用者を他の居室に移して介護を行うこ 有 ・ 無 3項

ととしている場合にあっては，利用者が当該居室に移る際の

当該利用者の意思の確認等の適切な手続きをあらかじめ契約

に係る文書に明記しているか。

2 外部サービス利用 (1) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ・ 正当な理由なくサービスの提供を拒んでいない 基準

型指定特定施設入居 は，正当な理由なく入居者に対する外部サービス利用型指定 提供拒否の か。 第192条の12

者生活介護の提供の 特定施設入居者生活介護の提供を拒んでいないか。 有 ・ 無 （正当な理由の例） 準用(第179条

開始等 拒否の理由 ①入居申込者が入院治療を要する場合 第1項)

(2) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 （ ） ②入居者が定員に達している場合

は，入居者が外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介

護に代えて当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活 適 ・ 否 ・ 入居者が事業者から，外部サービス利用型指定 基準

介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用すること 特定施設入居者生活介護を受けることに同意でき 第192条の12

を妨げていないか。 ない場合もあること等から設けたものである。 準用(第179条

第2項)

(3) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ○ 紹介の記録 基準

は，入居者等が入院治療を要する者であること等入居者等に 事例の有無 第192条の12

対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認め 有 ・ 無 準用(第179条

た場合は，適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置 第3項)

を速やかに講じているか。

(4) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ・ 主治の医師等から必要な情報を得る必要があ 基準

は，外部サービス利用型指定特定入居者生活介護の提供に当 る。 第192条の12

たっては，利用者の心身の状況，その置かれている環境等の 準用(第179条

把握に努めているか。 第4項)
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自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項主 眼 事 項 着 眼 点

3 受給資格等の確認 (1) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護護事業者 適 ・ 否 ・ 外部サービス利用型特定施設サービス計画書等 ○ 外部サービス利 基準

は，外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供 に被保険者番号，要介護状態区分，有効期間等 用型特定施設サ 第192条の12

を求められた場合は，その者の提示する被保険者証によっ を記載していることが望ましい。 ービス計画など 準用

て，被保険者資格，要介護認定の有無及び要介護認定の有効 (第11条第1項)

期間を確かめているか。

(2) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ・ 認定審査会意見とは，サービスの適正かつ有効 基準

は，被保険者証に，認定審査会意見が記載されているとき な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項で 第192条の12

は，当該認定審査会意見に配慮して，外部サービス利用型指 ある。 準用

定特定施設入居者生活介護を提供するよう努めているか。 (第11条第2項)

4 要介護認定の申請 (1) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 事例の有無 ・ 要介護認定の申請日は，市町村等が申請書を受 基準

に係る援助 は，外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供 有 ・ 無 理した日とされており，緊急のサービス提供の場 第192条の12

の開始に際し，要介護認定を受けていない利用申込者につい 合等は，十分に当該市町村等と連携をとること。 準用

ては，要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認 (第12条第1項)

し，申請が行われていない場合は，当該利用申込者の意思を

踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行っ

ているか。

(2) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 事例の有無 ・ 通常更新申請については，有効期間の終了する 基準

は，居宅介護支援（これに相当するサービスを含む。）が利 有 ・ 無 60日前から遅くとも30日前にはなされるように， 第192条の12

用者に対して行われていない等の場合であって必要と認める 居宅介護支援事業者が必要に応じて援助を行う。 準用

ときは，要介護認定の更新の申請が，遅くとも当該利用者が (第12条第2項)

受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなさ

れるよう，必要な援助を行っているか。

5 サービスの提供の (1) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ・ 入居中は，居宅療養管理指導以外の居宅サービ ○ 被保険者証 基準

記録 は，外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の開始 ス，地域密着型サービス及び施設サービスを受け （(三)の介護保 第192条の12

に際しては，当該開始の年月日及び入居している外部サービ られないので，他の事業者等が確認できるよう必 険施設等の欄） 準用(第181条

ス利用型指定特定施設の名称を，外部サービス利用型指定特 要事項を記入しているか。 第1項)

定施設入居者生活介護の終了に際しては，当該終了の年月日

を，利用者の被保険者証に記載しているか。

基準

(2) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ・ 「提供した具体的なサービスの内容等の記 第192条の12

は，基本サービスを提供した際には，提供した具体的なサー 録」は，鹿児島県条例により，５年間保存する 準用(第181条

ビスの内容等を記録しているか。 こと。 第2項)

鹿児島県条例

6 利用料等の受領 (1) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ・ 定められた利用者負担額（１割～３割相当額） ○ 金銭台帳の類 基準

は，法定代理受領サービスに該当する外部サービス利用型指 の支払いを受けているか。 ○ 請求書及び領収 第192条の12

定特定施設入居者生活介護を提供した際には，その利用者か 証(控) 準用(第182条

ら利用料の一部として，当該外部サービス利用型指定特定施 ○ 介護給付費請求 第1項)

設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当 明細書

該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者に ○ 運営規程

支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払 ○ 利用料金等の説

を受けているか。 明文書

(2) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ・ 費用の全額（10割）の支払いを受けているか。 基準

は，法定代理受領サービスに該当しない外部サービス利用型 第192条の12

指定特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から 準用(第182条

支払を受ける利用料の額と，外部サービス利用型指定特定施 第2項)

設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間

に，不合理な差額が生じないようにしているか。
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(3) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ・ 保険給付の対象外の便宜に係る費用は，その実 基準

は，上記(1) 及び( 2 )の支払を受ける額のほか，次に掲げる 費相当額を利用者から徴収できるが，あいまいな 第192条の12

費用の額以外の支払を利用者から受けていないか。 名目による費用の徴収を認めないことから運営規 準用(第182条

① 利用者の選定により提供される介護その他の日常生 ①費用の徴収 程等に明示されることが必要である。 第3項)

活上の便宜に要する費用 有 ・ 無

・ なお，嗜好品の購入等サービスの提供とは関係 解釈

② おむつ代 ②費用の徴収 のない便宜の供与に関する費用徴収とは区分され 第3の十の2の

有 ・ 無 る。 3(4)②

③ ①，②に掲げるもののほか，外部サービス利用型指定 ③費用の徴収

特定施設入居者生活介護において提供される便宜のう 有 ・ 無

ち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用

であって，その利用者に負担させることが適当と認めら

れるもの。 平12老企54号

なお，③の費用の具体的な範囲については，別に通知

された「通所介護等における日常生活に要する費用の取

扱いについて」に沿って適切に取り扱われているか。

(4) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ・ 運営規程等説明を行う書面は，利用者にわかり 基準

は，上記( 3 )の費用の額に係るサービスの提供に当たって 書面等の有無 やすく，内容が適当か。 第192条の12

は，あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービス 有 ・ 無 また，支払いに同意する旨の文書に署名（記名 準用(第182条

の内容及び費用について説明を行い，利用者の同意を得てい 押印）を受けているか。 第4項)

るか。

(5) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ・ 利用者負担の徴収は，サービス提供の都度で 法第41条第8項

は，外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護その他 領収書の交付 も，月末締めの一括の形でもよいが，領収証は負

のサービスの提供に要した費用につき，その支払を受ける 有 ・ 無 担金の受領の都度に交付しているか。

際，当該支払をした利用者に対し，厚生労働省令（施行規則

第82条）で定めるところにより，領収証を交付しているか。

(6) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ・ 領収証には次に掲げる費用区分を明確にしてい 施行規則第65

は，法第41条第８項の規定により交付しなければならない領 るか。 条

収証に，外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護に ① 介護給付費の利用者負担額又は現に要した費

ついて利用者から支払を受けた費用の額のうち，同条第４項 用の額

第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した ② その他の費用の額（それぞれ個別の費用ごと

費用の額（その額が現に当該外部サービス利用型指定特定施 に区分）

設入居者生活介護に要した費用の額を超えるときは，当該現 ・ 明細の項目等が利用者にわかりやすいものとな

に外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護に要した っているか。

費用の額とする。），食事の提供に要した費用の額及び滞在

に要した費用の額に係るもの並びにその他の費用の額を区分

して記載し，当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別

の費用ごとに区分して記載しているか。

7 保険給付の請求の 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は， 適 ・ 否 ・ 償還払いとなる場合，市町村への保険給付の請 ○ サービス提供証 基準

ための証明書の交付 法定代理受領サービスに該当しない外部サービス利用型指定特 償還払い 求を容易に行えるようサービス提供証明書を交付 明書(控) 第192条の12

定施設入居者生活介護に係る利用料の支払を受けた場合は，提 有 ・ 無 しているか。様式は基本的には介護給付費明細書 準用(第21条)

供した外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の内 証明書の交付 と同じで記載不要の欄は網掛け等の処理が望まし

容，費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス 有 ・ 無 い。

提供証明書を利用者に対して交付しているか。
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特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型）

自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項主 眼 事 項 着 眼 点

8 外部サービス利用 (1) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ○ 特定施設サービ 基準

型指定特定施設入居 は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよ ス計画など 第192条の12

者生活介護の取扱方 う，認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて，日常生 ○ 実績記録 準用(第183条

針 活に必要な援助を妥当適切に行っているか。 第1項)

(2) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護は，特定 適 ・ 否 ○ 要介護度の分布 基準

施設サービス計画に基づき，漫然かつ画一的なものとならな がわかる資料 第192条の12

いよう配慮して行っているか。 準用(第183条

第2項)

(3) 外部サービス利用型指定特定施設の特定施設従業者は，外 適 ・ 否 基準

部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に当た 第192条の12

っては，懇切丁寧を旨とし，利用者又はその家族から求めら 準用(第183条

れたときは，サービスの提供方法等について，理解しやすい 第3項)

ように説明を行っているか。

(4) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ○ 重要事項説明書 基準

は，外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供 事例の有無 ○ 特定施設サービ 第192条の12

に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体 有 ・ 無 ス利用契約書な 準用(第183条

を保護するため緊急やむ得ない場合を除き，身体的拘束その ど 第4項)

他利用者の行動を制限する行為（身体的拘束等）を行ってい

ないか。

(身体拘束禁止の対象となる具体的行為) 平13老155号

① 徘徊しないように，車いすやいす，ベッドに体幹や (身体拘束ゼロ

四肢をひもで縛る。 への手引き)

② 転落しないように，ベッドに体幹や四肢をひもで縛

る。

③ 自分で降りられないように，ベッドを柵（サイドレ

ール）で囲む。

④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように，四

肢をひも等で縛る。

⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように，又

は皮膚をかきむしらないように，手指の機能を制限す

るミトン型の手袋等をつける。

⑥ 車いすやいすからずり落ちたり，立ち上がったりし

ないように，Ｙ字型拘束帯や腰ベルト，車椅子テーブ

ルをつける。

⑦ 立ち上がり能力のある人の立ち上がりを防げるよう

ないすを使用する。

⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために，介護衣（つ

なぎ服）を着せる。

⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために，ベッドなどに体幹

や四肢をひも等で縛る。
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特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型）

自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項主 眼 事 項 着 眼 点

⑩ 行動を落ち着かせるために，向精神薬を過剰に服用

させる。

⑪ 自分の意志で開けることのできない居室等に隔離す

る。

(5) 外部サービス利用型 特定施設入居者生活 適 ・ 否 ○ 身体拘束に関す 基準指定 介護事業者 ① 居宅基準第183条第４項及び第５項は、当該利用

身体的拘束等を行う場合には，①切迫性②非代替 る記録 第192条の12は，( 4 )の 者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するた

性③一時性の３つの要件を満たしているかどうか「身体拘束 準用(第183条め緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行

廃止委員会」等で検討がなされているか。 第5項)う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利

また，身体拘束等の態様及び時間，その際の利用者の心身 記録の管理 平13老155号の用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を

の状況並びに緊急やむを得なかった理由を記録しているか。 有 ・ 無 6記録しなければならないこととしたものである。

なお，記録に当たっては，「身体拘束ゼロへの手引き」に

例示されている「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」

などを参考として，適切な記録を作成し，保存しているか。

(6) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 基準② 「身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

は，身体的拘束等の適 正化を図るため，次に掲げる措置を 第192条の12る委員会」（以下「身体的拘束適正化検討委員会」と

講じているか。 準用(第183条いう。）とは、身体的拘束等の適正化のための対策

第6項,を検討する委員会であり、幅広い職種（例えば、施設

①身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（身 適 ・ 否 解釈長（管理者）、介護職員、生活相談員）により構成す

体拘束廃止委員会等）を３月に1回以上開催するとともに， 第 3 の 十 の 3る。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にする

その結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図 (5)②)とともに、専任の身体的拘束等の適正化対応策を担

当する者を決めておくことが必要である。っているか。

なお、身体的拘束適正化検討委員会の責任者はケ

ア全般の責任者であることが望ましい。また、身体的(委員会検討事項例)

拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家を活① 事業所内の推進体制

用することが望ましく、その方策として、精神科専門② 介護の提供体制の見直し

医等の専門医の活用等が考えられる。③ ｢緊急やむを得ない場合｣を判断する体制・手続き

指定特定施設が、報告、改善のための方策を定④ 事業所の設備等の改善

め、周知徹底する目的は、身体的拘束等の適正化に⑤ 事業所の従業者その他の関係者の意識啓発のための取

ついて、施設全体で情報共有し、今後の再発防止にり組み

つなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を⑥ 利用者の家族への十分な説明

目的としたものではないことに留意することが必要で⑦ 身体拘束廃止に向けての数値目標

ある。

具体的には、次のようなことを想定している。

イ 身体的拘束等について報告するための様式を整

備すること。

ロ 介護職員その他の従業者は、身体的拘束等の発

生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、イ

の様式に従い、身体的拘束等について報告するこ

と。

ハ 身体的拘束適正化検討委員会において、ロにより

報告された事例を集計し、分析すること。

ニ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生

時の状況等を分析し、身体的拘束等の発生原因、

結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策

を検討すること。

ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹

底すること。
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特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型）

自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項主 眼 事 項 着 眼 点

ヘ 適正化策を講じた後に、その効果について評価す

ること。

②身体的拘束等の適正化のための指針を整備しているか。 適 ・ 否 準用③ 指定特定施設が整備する「身体的拘束等の適正

解釈化のための指針」には、次のような項目を盛り込むこ

第 3 の 十 の 3ととする。

(5)③イ 施設における身体的拘束等の適正化に関する基

本的考え方

ロ 身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組

織に関する事項

ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関す

る基本方針

ニ 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等の

ための方策に関する基本方針

ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針

ヘ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する

基本方針

ト その他身体的拘束等の適正化の推進のために必

要な基本方針

③介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化の 適 ・ 否 準用④ 介護職員その他の従業者に対する身体的拘束等

ための研修を定期的に実施しているか。 解釈の適正化のための研修の内容としては、身体的拘

第 3 の 十 の 3束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普

(5)④及・啓発するとともに、当該指定特定施設における

指針に基づき、適正化の徹底を行うものとする。

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当

該指定特定施設が指針に基づいた研修プログラム

を作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催すると

ともに、新規採用時には必ず身体的拘束等の適正

化の研修を実施することが重要である。

また、研修の実施内容についても記録すること

が必要である。研修の実施は、職員研修施設内で

の研修で差し支えない。

外部サービス利用型 特定施設入居者生活 適 ・ 否 基準(7) 指定 介護事業者

外部サービス利用型 特定施設入居 第192条の12は，自らその提供する 指定

介護の質の評価を行い，常にその改善を図っている 準用(第183条者生活

か。 第7項)

9 特定施設サービス (1) 指定特定施設の管理者は，計画作成担当者に特定施設サー 適 ・ 否 ・ 当該計画は，介護保険給付の対象とならない介 ○ 特定施設サービ 基準

計画の作成 ビス計画の作成に関する業務を担当させているか。 護サービスに関する事項を含めたものとなってい ス計画 第192条の12

るか。 ○ 課題分析票 準用(第184条

○ 実績記録 第1項)

(2) 計画作成担当者は，特定施設サービス計画の作成に当たっ 適 ・ 否 ・ 当該計画の作成及び実施に当たっては，利用者 基準

ては，適切な方法により，利用者について，その有する能 の希望を十分勘案するものとなっているか。 第192条の12

力，その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱 準用(第184条

える問題点を明らかにし，利用者が自立した日常生活を営む 第2項)

ことができるように支援する上で解決すべき課題を把握して

いるか。
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自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項主 眼 事 項 着 眼 点

(3) 計画作成担当者は，利用者又はその家族の希望，利用者に 適 ・ 否 基準

ついて把握された解決すべき課題に基づき，他の外部サービ 第192条の12

ス利用型特定施設従業者及び受託居宅サービス事業者と協議 準用(第184条

の上，サービスの目標及びその達成時期，サービスの内容並 第3項)

びにサービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ特定施

設サービス計画の原案を作成しているか。

(4) 計画作成担当者は，特定施設サービス計画の作成に当たっ 適 ・ 否 基準

ては，その原案の内容について利用者又はその家族に対して 第192条の12

説明し，文書により利用者の同意を得ているか。 準用(第184条

第4項)

(5) 計画作成担当者は，特定施設サービス計画を作成した際に 適 ・ 否 基準

は，当該特定施設サービス計画を利用者に交付しているか。 第192条の12

準用(第184条

(6) 計画作成担当者は，特定施設サービス計画作成後において 適 ・ 否 第5項)

も，他の特定施設従業者及び受託居宅サービス事業者との連 基準

絡を継続的に行うことにより，特定施設サービス計画の実施 第192条の12

状況の把握を行うとともに，利用者についての解決すべき課 準用(第184条

題の把握を行い，必要に応じて特定施設サービス計画の変更 第6項)

を行っているか。

(7) 計画作成担当者は，特定施設サービス計画の変更を行う際 適 ・ 否 基準

も上記( 2 )から( 5 )に準じて取り扱っているか。 第192条の12

準用(第184条

第7項)

10 相談及び援助 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は， 適 ・ 否 ・ 社会生活に必要な支援とは，入居者自らの趣味 基準

常に利用者の心身の状況，その置かれている環境等の的確な把 又は嗜好に応じた生きがい活動，各種の公共サー 第192条の12

握に努め，利用者又はその家族に対し，その相談に適切に応じ ビス及び必要とする行政機関に対する手続き等に 準用

るとともに，利用者の社会生活に必要な支援を行っているか。 関する情報提供又は相談である。 (第187条)

解釈

第3の十の2の

3(9)

11 利用者の家族との 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は， 適 ・ 否 ・ 利用者の生活及び健康の状況並びにサービスの ○ 行事計画など 基準

連携等 常に利用者の家族との連携を図るとともに，利用者とその家族 提供状況を家族に定期的に報告するなどの連携を 第192条の12

との交流等の機会を確保するよう努めているか。 図っているか。 準用

(第188条)

12 利用者に関する市 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は， ・ 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け 基準

町村への通知 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を受けている た者及び自己の故意の犯罪行為又は重大な過失等 第192条の12

利用者が次のいずれかに該当する場合は，遅滞なく，意見を付 により，要介護状態又はその原因となった事故を 準用(第26条)

してその旨を市町村に通知しているか。 生じさせるなどした者に関し，保険給付適正化の 解釈準用

観点から市町村に通知しなければならない。 (第3の一の3

① 正当な理由なしに外部サービス利用型指定特定施設入居 事例の有無 (14))

者生活介護の利用に関する指示に従わないことにより，要 有 ・ 無

介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

② 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け，又は受 事例の有無

けようとしたとき。 有 ・ 無

－ 12 －



特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型）
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自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項主 眼 事 項 着 眼 点

13 緊急時等の対応 (1) 特定施設従業者は，現に外部サービス利用型指定特定施設 適 ・ 否 ・ 緊急時において円滑な協力を得るため，事前に ○ 運営規程 基準

入居者生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急 事例の有無 利用者の主治医から必要な情報を得ていることが ○ 緊急時の連絡体 第192条の12

変が生じた場合その他必要な場合は，速やかに主治の医師又 有 ・ 無 必要になる。 制に関する書類 準用(第51条)

はあらかじめ当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生 ・ 協力医療機関は，緊急時等に速やかに対応でき

活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要 るよう，事業所から近距離にあることが望まし

な措置を講じているか。 い。

(2) 緊急時において円滑な協力を得るため，当該協力医療機関 適 ・ 否 解釈準用

との間であらかじめ必要な事項を取り決めているか。 (第3の二の3

(3)②))

14 管理者の責務 (1) 指定特定施設の管理者は，指定特定施設従業者の管理及び 適 ・ 否 ・ 管理者が従業者及び業務の管理を，一元的に行 基準

外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の利用の申 える状況にあるか。 第192条の12

込みに係る調整，業務の実施状況の把握その他の管理を一元 準用

的に行っているか。 (第52条第1項)

(2) 指定特定施設の管理者は，当該指定特定施設の従業者に，

平成11年３月31日厚生省令第37号の「第12章第４節運営に関 適 ・ 否 ・ 例えば，他の事業所，施設の管理者又は他の業 ○ 他の業務等と兼 基準

する基準」の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行って 務を兼務している場合，管理すべき事業所数が過 務している場合 第192条の2

いるか。 剰であると判断されるなど当該外部サービス利用 それぞれの勤務 準用

型指定特定施設入所者生活介護事業所の管理業務 表 (第52条第2項)

に支障がないといえるか。 ○ 出勤簿

○ 組織図等

15 受託居宅サービス (1) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ・ 必要な措置とは，例えば，外部サービス利用型 基準

の提供 は，特定施設サービス計画に基づき，受託居宅サービス事業 特定施設従業者及び受託居宅サービス事業所の従 第192条の8第

者により，適切かつ円滑に受託居宅サービスが提供されるよ 業者による会議を開催し，利用者への介護サービ 1項

う，必要な措置を講じているか。 ス提供等に係る情報伝達，特定施設サービス計画 解釈

作成にあたっての協議等を行うことである。 第3の十の2の

3(2）

(2) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 基準

は，受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスを提供した 第192条の8第

場合にあっては，提供した日時，時間，具体的なサービスの 2項

内容等を文書により報告しているか。

16 運営規程 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は， 適 ・ 否 ・ 指定申請の際に作成された内容に変更はない ○ 運営規定 基準

指定特定施設ごとに，次に掲げる重要事項を内容とする運営規 か。 第192条の9

程を定めているか。

・ 変更があった場合，変更届が適正になされてい

① 事業の目的及び運営の方針 るか。

② 外部サービス利用型特定施設従業者の職種，員数及び職

務の内容

③ 入居定員及び居室数

④ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の内容 ・ 「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活 解釈

及び利用料その他の費用の額 介護の内容」については，利用者の安否の確認， 第3の十の2の

⑤ 受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業所の 生活相談，計画作成の方法等を指す。 3(3)①

名称及び所在地

⑥ 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続

⑦ 施設の利用に当たっての留意事項

⑧ 緊急時等における対応方法

⑨ 非常災害対策

⑩ その他運営に関する重要事項
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自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項主 眼 事 項 着 眼 点

なお，⑩の「その他運営に関する重要事項」として利 解釈

用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊 第3の十の2の

急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続につ 3(3)②

いて定めておくことが望ましい。

17 勤務体制の確保等 (1) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ○ 勤務計画(予定) 基準

は，利用者に対し，適切な基本サービスその他のサービスを 表など 第192条の12

提供できるよう，従業者の勤務の体制を定めているか。 準用(第190条

第1項)

(2) 特定施設従業者の日々の勤務時間，常勤・非常勤の別，管 適 ・ 否 ・ 勤務表により確認する。 ○ 勤務表 解釈準用

理者との兼務関係，機能訓練指導員との兼務関係，計画作成 (第3の十の3

担当者との兼務関係等を勤務表上明確にしているか。 (11)①)

(3) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ○ 辞令又は雇用契 基準

は，当該指定特定施設の従業者によって基本サービスを提供 約書 第192条の12

しているか。 準用(第190条

ただし，当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活 第2項)

介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことがで

きる場合は，この限りでない。

なお，基本サービス係る業務の全部又は一部を受託者に行 解釈準用

わせる場合は，当該受託者に対する当該業務の管理及び指揮 (第3の十の3

命令の確実な実施を確保するため，当該委託契約において次 (11)②)

に掲げる事項を文書により取り決めているか。

この場合において，委託者は受託者に委託した業務の全部

又は一部を再委託させていないか。

なお，給食，警備等の基本サービスに含まれない業務につ

いては，この限りでない。

① 当該委託の範囲

② 当該委託に係る業務の実施に当たり遵守すべき条件

③ 受託者の従業者により当該委託業務が運営基準に従っ

て適切に行われていることを委託者が定期的に確認する

旨

④ 委託者が当該委託業務に関し受託者に対し指示を行い

得る旨

⑤ 委託者が当該委託業務に関し改善の必要を認め，所要

の措置を講じるよう上記④の指示を行った場合におい

て，当該措置が講じられたことを委託者が確認する旨

⑥ 受託者が実施した当該委託業務により入居者に賠償す

べき事故が発生した場合における責任の所在

⑦ その他当該委託業務の適切な実施を確保するために必

要な事項

(4) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が 適 ・ 否 解釈準用

行う( 3 )の④の指示は，文書により行っているか。 (第3の十の3

(11)④)

(5) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 解釈準用

は，基準第1 9 2条の12（準用第1 9 1条の３第２項）の規定に (第3の十の3

より，( 3 )の③及び⑤の確認の結果の記録を作成し，２年間 (11)③,⑤)

保存しているか。
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自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項主 眼 事 項 着 眼 点

(6) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 基準

は，( 3 )のただし書きの規定により基本サービスに係る業務 第192条の12

の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあ 準用(第190条

っては，当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認 第3項)

し，その結果等を記録しているか。

(7) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ・ 運営規程に特定施設従業者の質的向上を図るた ○ 運営規程 基準

は，特定施設従業者の資質の向上のために，その研修の機会 実施時期 めの研修等の機会を計画的に設ける旨を明示して ○ 職員の研修の記 第192条の12

を確保しているか 。 ( ) いるか。 録など 準用(第190条

・ 内部の研修会や事業所外で実施される研修会に 第4項)

参加させているか。

18 協力医療機関等 (1) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 医療機関名 ・ 確約書等で確認する。 ○ 契約書，確約書 基準

は，利用者の病状の急変等に備えるため，あらかじめ，協力 協力医療機関は，施設から近距離にあることが など 第192条の12

医療機関を定めているか。 望ましい。 準用(第191条

第1項)

(2) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 歯科医療機関 ・ 確約書等で確認する。 ○ 契約書，確約書 基準

は，あらかじめ，協力歯科医療機関を定めておくよう努めて 協力歯科医療機関は，施設から近距離にあるこ など 第192条の12

いるか。 とが望ましい。 準用(第191条

第2項)

(3) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 解釈準用

は，利用者の入院や休日夜間等における対応について円滑な (第3の十の3

協力を得るため，協力医療機関との間であらかじめ必要な事 (12))

項を取り決めているか。

19 非常災害対策 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は， 適 ・ 否 ・ 関係機関への通報及び連携体制の整備とは，火 基準

非常災害に関する具体的計画を立て，非常災害時の関係機関へ 災等の災害時に，地域の消防機関へ速やかに通報 第192条の12

の通報及び連絡体制を整備し，それらを定期的に従業者に周知 する体制をとるよう従業員に周知徹底するととも 準用

するとともに，定期的に避難，救出その他必要な訓練を行って に，日頃から消防団や地域住民との連携を図り， (第103条)

いるか。 火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるよ

なお，「非常災害に関する具体的計画」とは，消防法施行規 計画の有無 うな体制作りを求めることとしたものである。 解釈準用

則第３条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含む｡)及び 有 ・ 無 (第3の六の3

風水害，地震等の災害に対処するための計画をいう。 実施時期 ・ 鹿児島県条例により定められているもの (6))

この場合，消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施 ( ) ① 非常災害に関する具体的計画は，火災，震

は，消防法第８条の規定により防火管理者を置くこととされて 災，風水害その他想定される非常災害に関す

いる外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業所に 防火管理者 るものであること。

あってはその者に行わせているか。 有 ・ 無 ② 当該具体的計画の概要を，利用者及び従業

また，防火管理者を置かなくてもよいこととされている外部 定期的な訓練 者に見やすいように掲示すること。

サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業所において 有 ・ 無 ③ 地域の自主防災組織及び近隣住民との連携

も，防火管理について責任者を定め，その者に消防計画に準ず 協力体制の整備に努めること。

る計画の樹立等の業務を行わせているか。
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自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項主 眼 事 項 着 眼 点

20 衛生管理等 (1) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ・ 入浴施設等のレジオネラ症防止対策等衛生管理 ○ 高齢者保健福祉 基準

は，利用者の使用する施設，食器その他の設備又は飲用に供す は，適切に実施されているか。 施設等における浴 第192条の12

る水について，衛生的な管理に努め，又は衛生上必要な措置を （H14.10.18高対第406号保健福祉部長通知） 槽・浴槽水のチェ 準用(第104条

講じているか 。 ック項目表 第1項)

○ 浴槽・浴槽水の

衛生管理票

(2) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 基準

は，当該指定特定施設において感染症が発生し，又はまん 第192条の12

延しないように必要な措置を講ずるよう努めているか。 準用(第104条

特に，食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等に

ついて，必要に応じて保健所の助言，指導を求めるととも

に，常に密接な連携を保っているか。

また，インフルエンザ対策，腸管出血性 ・レジオネラ属菌検査 解釈準用

大腸菌感染症対策，レジオネラ症対策等に 直近の検査年月日 (第3の六の3

ついては，その発生及びまん延を防止する ( 年 月 日) (7))

ための措置について，別途通知等に基づ

き，適切な措置を講じているか。 ・検査結果(以下に○を付す)

不検出 (10CFU/100ml未満)

検 出 (10CFU/100ml以上)

・検出された場合，その対応

は適切か。 適 ・ 否

・検査未実施の場合

検査予定月( 年 月頃)

(3) 空調設備等により施設内の適温の確保に努めているか。 適 ・ 否 解釈準用

(第3の六の3

(7)③)

21 掲 示 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は， 適 ・ 否 ・ 重要事項を事業所の見やすい場所に掲示してい ○ 運営規程 基準

指定特定施設の見やすい場所に，運営規程の概要，特定施設従 るか。 第192条の12

業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資す ・ 掲示事項の内容が実際に行っているサービス内 準用(第32条)

ると認められる重要事項を掲示しているか。 容と一致しているか。

22 秘密保持等 (1) 指定特定施設及び受託居宅サービス事業所の従業者は，正 適 ・ 否 ・ 特定施設従業者等の質的向上を図るための研修 ○ 秘密保持に関す 基準

当な理由がなく，その業務上知り得た利用者又はその家族の 等の機会を利用して周知徹底するなどの対策を講 る就業時の取り 第192条の12

秘密を漏らしていないか。 じているか。 決め 準用

(第33条第1項)

(2) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ・ 具体的には，就業規則に盛り込むなど雇用時の 基準

は，当該指定特定施設の従業者であった者が，正当な理由が 取り決め等を行っているか。 第192条の12

なく，その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏ら 準用

すことがないよう，必要な措置を講じているか。 (第33条第2項)

(3) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ・ 個人情報を用いる場合は，利用者（家族）に適 ○ 利用者の同意に 基準

は，サービス担当者会議等において，利用者の個人情報を用 切な説明（利用の目的，配布される範囲等）がさ 関する記録 第192条の12

いる場合は利用者の同意を，利用者の家族の個人情報を用い れ，文書による同意を得ているか。 準用

る場合は当該家族の同意を，あらかじめ文書により得ている (第33条第3項)

か。
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23 広 告 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は， 適 ・ 否 ・ 特に，利用料について保険給付の対象外の便宜 ○ 広告用パンフレ 基準

指定特定施設について広告をする場合においては，その内容が 広告の有無 に係る費用等その内容が適正か確認する。 ットなど 第192条の12

虚偽又は誇大なものとなっていないか。 有 ・ 無 準用(第34条)

24 居宅介護支援事業 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は， 適 ・ 否 基準

者に対する利益供与 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し，利用者に対して特 第192条の12

の禁止 定の事業者によるサービスを利用させることの対償として，金 準用(第35条)

品その他の財産上の利益を供与していないか。

25 苦情処理 (1) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ・ 苦情処理の相談窓口があるか。 ○ サービス内容の 基準

は，提供した外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介 説明文書 第192条の12

護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対 ・ 苦情処理体制，手続きが定められているか。 ○ 苦情処理に関す 準用

応するために，苦情を受け付けるための窓口を設置する等の る記録 (第36条第1項)

必要な措置を講じているか。

具体的には，相談窓口，苦情処理の体制及び手順等当該事 ・ 苦情に対して速やかに対応しているか。また， 解釈準用

業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要につい 利用者に対する説明は適切か。 (第3の一の3

て明らかにし，利用申込者又はその家族にサービス内容を説 (25)①)

明する文書に苦情に対する措置の概要についても併せて記載

するとともに,事業所に掲示すること等を行っているか。

(2) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者

は，( 1 )の苦情を受け付けた場合には，当該苦情の内容等を 適 ・ 否 基準

記録しているか。 第192条の12

準用(第36条)

(3) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 解釈準用

は，苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であ (第3の一の3

るとの認識に立ち，苦情の内容を踏まえ，サービスの質の向 (25)②)

上に向けた取組を自ら行っているか。

(4) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 市町村の調査 ・ 市町村についても国民健康保険団体連合会と同 第192条の12

は，提供した外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介 有 ・ 無 様に，サービスに関する苦情に対応する必要があ 準用

護に関し，法第23条（文書の提出等）の規定により市町村が 適 ・ 否 ることから，運営規程上に明確しておく必要があ (第36条第3項)

行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市 る。事業所に対する利用者からの苦情に関する市 解釈準用

町村の職員からの質問若しくは照会に応じているか。 町村からの調査が行われ，指導・助言を受けた場 (第3の一の3

また，利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力 合は，その記録が整備されているか。 (25)③)

するとともに，市町村から指導又は助言を受けた場合におい 適 ・ 否

ては当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

(5) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 国保連の調査 基準

は，市町村からの求めがあった場合には，( 4 )の改善の内容 有 ・ 無 第192条の12

を市町村に報告しているか。 準用

(第36条第4項)

(6) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ・ 事業所に対する利用者からの苦情に関する国民 基準

は，提供した外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介 健康保険団体連合会からの調査が行われ，指導・ 第192条の12

護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会 助言を受けた場合は，その記録が整備されている 準用

が行う法第1 7 6条（連合会の業務）第１項第三号の調査に協 か。 (第36条第5項)

力するとともに，国民健康保険団体連合会から同号の指導又

は助言を受けた場合においては，当該指導又は助言に従って

必要な改善を行っているか。
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(7) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 基準

は，国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には， 第192条の12

( 6 )の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告している 準用

か。 (第36条第6項)

26 地域との連携等 (1) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ・ 地域に開かれた事業として行われるよう，外部 ○ 特定施設サービ 基準

は，その事業の運営に当たっては，地域住民又はその自発的 交流の有無 サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業 ス計画 第192条の12

な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めて 有 ・ 無 者は，地域の住民やボランティア団体等との連携 ○ 事業計画 準用(第191条

いるか。 及び協力を行う等の地域との交流に努めている ○ 消防計画 など の2)

か。

(2) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ・ 「市町村が実施する事業」には，介護相談員派 解釈準用

は， 外部サービス利 遣事業のほか，広く市町村が老人クラブ，婦人会 （第3の十の3その事業の運営に当たっては，提供した

用型指定特定施設入居者生活介護 その他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業 (13)）に関する利用者からの苦情

が含まれる。に関して，市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業

その他の市町村が実施する事業に協力しているか。

27 事故発生時の対応 (1) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 事故の発生 ・ 事故が発生した場合の対応方法については，あ ○ 事故に関する記 基準

は，利用者に対する外部サービス利用型指定特定施設入居者 有 ・ 無 らかじめ定めておくことが望ましい。 録 第192条の12

生活介護の提供により事故が発生した場合は，市町村，当該 ○ 緊急時の連絡体 準用

利用者の家族，当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連 制に関する書類 (第37条第1項)

絡を行うとともに，必要な措置を講じているか。

(2) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 基準

は，( 1 )の事故の状況及び事故に際して採った処置について 第192条の12

記録しているか。 準用

(第37条第2項)

(3) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 事例の有無 ・ 損害賠償保険に加入しておくか，又は賠償資力 ○ 損害賠償保険証 基準

は，利用者に対する外部サービス利用型指定特定施設入居者 有 ・ 無 を有することが望ましい。 書 第192条の12

生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は，損 損害賠償保険 準用

害賠償を速やかに行っているか。 加入・未加入 (第37条第3項)

(4) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 解釈準用

は，事故が生じた際にはその原因を解明し，再発生を防ぐた (第3の一の3

めの対策を講じているか。 (27)③)

28 会計の区分 (1) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 基準

は，外部サービス利用型指定特定施設ごとに経理を区分する 第192条の12

とともに，外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護 準用(第38条)

の事業の会計とその他の事業の会計を区分しているか。

(2) 具体的な会計処理の方法については，別に通知された「介

護保険の給付対象事業における会計の区分について」を参考 適 ・ 否 平13老振発第

として適切に行われているか。 18号
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29 受託居宅サービス (1) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ・ １の居宅サービスを提供する受託居宅サービス

事業者への委託 が，受託居宅サービスの提供に関する業務を委託する契約を 事業者は，複数の事業者とすることも可能であ 基準

締結するときは，受託居宅サービス事業所ごとに文書により る。 第192条の10

行っているか。 第1項

【委託契約に掲げる事項】

(2) 受託居宅サービス事業者は，指定居宅サービス事業者又は 適 ・ 否 イ．当該委託の範囲 基準

指定地域密着型サービス事業者となっているか。 ロ．委託業務の実施に当たり遵守すべき条件 第192条の10

ハ．受託居宅サービス事業者の従業者により，当 第2項

該委託業務が運営基準に従って適切に行われて

(3) 受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスの種 適 ・ 否 いることを事業者が定期的に確認する旨 基準

類は，指定訪問介護，指定訪問入浴介護，指定訪問看護，指 ニ．事業者が，当該委託業務に関し受託居宅サー 第192条の10

定訪問リハビリテーション，指定通所介護，指定通所リハビ ビス事業者に対し指示を行い得る旨 第3項

リテーション，第1 9 3条に規定する指定福祉用具貸与及び指 ホ．事業者が当該委託業務に関し改善の必要を認

定地域密着型サービス基準第41条に規定する指定認知症対応 め，所要の措置を講じるようニの指示を行った

型通所介護となっているか。 場合において，当該措置が講じられたことを事

業者が確認する旨

(4) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ヘ．受託居宅サービス事業者が実施した当該委託 基準

は，事業の開始に当たっては，指定訪問介護，指定訪問看護 業務により入居者に賠償すべき事故が発生した 第192条の10

及び指定通所介護を提供する事業者と，( 1 )に規定する方法 場合における責任の所在 第4項

によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結して ト．その他当該委託業務の適切な実施を確保する

いるか。 ために必要な事項

(5) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 基準

は，( 3 )に規定する受託居宅サービス事業者が提供する受託 第192条の10

居宅サービスのうち，( 4 )の規定により事業の開始に当たっ 第5項

て契約を締結すべき受託居宅サービス以外のものについて

は，利用者の状況に応じて，( 1 )に規定する方法により，こ

れらの提供に関する業務を委託する契約を締結しているか。

(6) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ・ 業務について必要な指揮命令には，居宅基準第 基準

は，( 3 )の指定認知症対応型通所介護の提供に関する業務を 1 8 3条の身体的拘束等の禁止並びに準用第33条の 第192条の10

受託居宅サービス事業者に委託する契約を締結する場合にあ 秘密保持等，準用第37条の事故発生時の対応及び 第6項

っては，指定特定施設と同一の市町村の区域内に所在する指 準用第51条の緊急時の対応の規定において求めら

定認知症対応型通所介護の事業を行う受託居宅サービス事業 れている内容が，当該外部サービス利用型特定施

所において受託居宅サービスが提供される契約を締結してい 設入居者生活介護の提供に当たる受託居宅サービ

るか。 ス事業者の従業者によっても遵守されることを確

保する旨が含まれていること。

(7) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 基準

は，受託居宅サービス事業者に，業務について必要な管理及 第192条の10

び指揮命令を行っているか。 第7項

(8) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 基準

は，受託居宅サービスに係る業務の実施状況について定期的 第192条の10

に確認し，その結果等を記録しているか。 第8項

30 記録の整備 (1) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ・ 当該特定施設の計画作成担当者は，他の外部サ ○ 特定施設サービ 基準

は，従業者，設備，備品，会計及び受託居宅サービス事業者 ービス利用型特定施設従業者と受託居宅サービス ス計画書など 第192条の11

に関する諸記録を整備しているか。 事業者と協議の上，特定施設サービス計画の原案 ○ 実績記録 第1項

を作成すること。
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(2) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ・ 受託居宅サービス事業者のサービス計画（訪問 基準

は，利用者に対する外部サービス利用型指定特定施設入居者 介護計画，訪問看護計画，通所介護計画，地域密 第192条の11

生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結 着型通所介護計画等）は，特定施設サービス計画 第2項

の日から２年間保存しているか。 と整合が図られているか。

解釈

特定施設サービス計画 第3の十の2の①

受託居宅サービス事業 ・ ( 2 )の①，②においては，鹿児島県条例によ 3(5)② 第1 9 2条の８第２項に規定する

者から受けた報告に係る り，保存期間を５年間とする。記録

③ 第1 9 2条の10第８項を準用する結果等の記録

④ 準用第26条の規定を準用する市町村への通知に係る記

録

⑤ 準用第36条第２項の規定を準用する苦情の内容等の記

録

⑥ 第37条第２項の規定を準用する事故の状況及び事準用

故に際して採った処置についての記録

第1 8 1条第２項の規定を準用する提供した具体的⑦ 準用

なサービスの内容等の記録

第1 8 3条第５項の規定を準用する身体的拘束等の⑧ 準用

態様及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由の記録

第1 9 0条第３項の規定を準用する結果等の記録⑨ 準用

第５ 変更の届出等 (1) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ・ 下記の事項に係る変更の届出は適切に行われて ○ 変更届(届) 法第75条第1項

は，当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働 いるか。 ○ 変更届受理通知 施行規則

省令（平成11年３月31日厚生省令第36号「介護保険法施行規 ① 事業所の名称及び所在地 第131条第1項

則」第1 3 1条）で定める事項に変更があったとき，又は休止 ② 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並 第十号

した当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事 びにその代表者の氏名，生年月日，住所及び

業を再開したときは，厚生労働省令（同上）で定めるところ 職名

【H30.10.1改正】により，10日以内に，その旨を県知事に届け出ているか。 ③ 申請者の定款，寄附行為等及びその登記事

項証明書又は条例等

(2) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者 適 ・ 否 ④ 建物の構造概要及び平面図（各室の用途を 法第75条第2項

は，当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事 明示するものとする。）並びに設備の概要

及び 住 【H30.10.1改正】業を廃止し，又は休止しようとするときは，厚生労働省令 ⑤ 事業所の管理者の氏名，生年月日 ，

（同上）で定めるところにより，その廃止又は休止の日の１ 及び経歴所

月前までに，その旨を県知事に届け出ているか。 ⑥ 運営規程

⑦ 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当

該協力医療機関との契約の内容（協力歯科医

療機関の場合も同様）

【H30.10.1改正】⑧ 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービ

ス費の請求に関する事項

【H30.10.1改正】⑨ 役員の氏名，生年月日及び住所

⑩ 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

－ 20 －



特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型）

特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型）

自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項主 眼 事 項 着 眼 点

第６ 介護給付費の算定 報 酬告 示：指

及び取扱い (1) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業に要 ・ 割引の設定については，介護サービスの種類毎 定 居宅 サービ

1 基本的事項 する費用の額は，平成18年厚生省告示第1 2 3号の別表「指定 適 ・ 否 に「厚生労働大臣が定める基準」における単位に ○ 介護給付費請求 法第41条第4項 ス に要 する費

居宅サービス介護給付費単位数表」により算定されている 対する百分率(○○％)を設定する。 書(控) 法第53条第2項 用 の額 の算定

か。 ○ 介護給付費請求 平12厚告19号 に 関す る基準

ただし，外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護 ・ 割引設定をしている場合，事前に県に届け出を 明細書(控) (以下｢報酬告 （平 18厚生省

事業者が外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事 しているか。 ○ 領収証(控) 示｣)の一 告示第165号)割引設定

業所毎に指定単位数より低い単位数を設定する旨を，県に事 有 ・ 無 ○ サービス提供票 平12老企39号

前に届出を行った場合は，この限りではない。 ( ／100) ○ 特定施設サービ 報 酬解 釈：指

ス計画など 定 居宅 サービ

(2) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業に要 ・ 本県では，全てのサービスについて，１単位＝ ○ 実績記録 ス に要 する費

する費用の額は，平成12年厚生省告示第22号の「厚生労働大 適 ・ 否 １０円である。 報酬告示の二 用 の額 の算定

臣が定める１単位の単価」に，別表に定める単位数を乗じて に 関す る基準

算定されているか。 （ 短期 入所サ

適 ・ 否 ー ビス 及び特

(3) １単位の単価に単位数を乗じて得た額に１円未満の端数が ・ 本県では，1円未満の端数は生じない｡ 定 施設 入居者

あるときは，その端数金額は切り捨てて計算しているか。 報酬告示の三 生 活介 護に係

る 部分 ）及び

指定施設サー

２ 外部サービス利用 指定特定施設において，外部サービス利用型指定特定施設入 適 ・ 否 ・ 人員欠如に該当する場合は，所定単位数に1 0 0 ビ ス等 に要す

型特定施設入居者生 居者生活介護を行った場合に，別に厚生労働大臣が定めるサー 分の70を乗じて得た単位数で算定する。 報酬告示 る 費用 の額の

活介護費 ビスの種類及び当該サービスの単位数（平成18年厚生労働省告 別表の10注2 算 定に 関する

示第165号）を基に得た当該外部サービス利用型指定特定施設 〔報酬の算定及び支払い方法〕 基 準の 制定に

入居者生活介護に係る総単位数について，利用者の要介護状態 ・ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費 平12老企40号 伴 う実 施上の

区分ごとに別に厚生労働大臣が定める単位数を限度として算定 は，基本サービス部分及び各サービス部分からな (以下｢解釈｣) 留 意事 項につ

しているか。 事例の有無 り，イ及びロの単位数を合算したものに特定施設 第2の4(2)① いて（平 12老

ただし，看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が 有 ・ 無 入居者生活介護の１単位の単価を乗じて得た額が 企第40号)

定める基準（平成12年厚生労働省告示第27号の五）に該当する 一括して事業者に支払われる。

場合は，別に厚生労働大臣が定めるところにより算定している

か。 ・ 介護職員が居宅サービス基準に定める員数を満

たさない場合の介護報酬の減算は，イの基本サー

ビス部分についてのみ適用される。

イ 基本サービス部分は１日につき82単位とする。

・ 事業者においては，居宅サービス基準上，看護

ロ 各サービス部分については，特定施設サービス計画に基 職員の配置は義務づけられていない。

づき受託居宅サービス事業者が各利用者に提供したサービ

スの実績に応じて算定する。 ・ 以下の点については，指定居宅サービスの算定

基準と取扱が大きく異なるので，留意すること。

ａ 訪問介護について

・訪問介護に係る報酬額については，15分ごと

の算定となっていること。

・介護福祉士又は介護職員初任者研修課程修了

者によるサービス提供に限り，算定するこ

と。

ｂ 訪問看護

・保健師，看護師又は理学療法士，作業療法士

若しくは言語聴覚士によるサービス提供に限

り算定すること。
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自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項主 眼 事 項 着 眼 点

３ 障害者等支援加算 養護老人ホームである指定特定施設において，知的障害又は 適 ・ 否 ・ 「知的障害者又は精神障害を有する者」とは， 報酬告示第19

精神障害を有する利用者であって，これらの障害の状況によ 具体的には以下の障害等を有する者を指す。 号の別表第1

り，指定居宅サービス基準第1 9 2条の２に規定する基本サービ イ 「療育手帳制度について」第５の２の規定 の注2

スの提供に当たって，特に支援を必要とするものに対して基本 により療育手帳の交付を受けた者 解釈

サービスを行った場合に，障害者等支援加算として，１日につ ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 第2の4(2)③

き20単位を所定単位数に加算しているか。 45条第２項の規定により精神障害者保健福祉手

帳の交付を受けた者

ハ 医師により，①又は②と同等の症状を有す

るものと診断された者

４ 受託居宅サービス 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が受 適 ・ 否 解釈

事業者への委託料に 託居宅サービス事業者に支払う委託料は，個々の委託契約に基 第2の4(2)②

ついて づくものとなっているか。
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